
 

 

 

付録-5 第三者被害につながる変状の事例 
 

 

 

本資料は、「道路橋定期点検要領 平成 31 年 2 月 国土交通省 道路局」

の付録 4 を転載したものである。 

  



付録 4 コンクリート片の落下等第三者被害につながる損傷の事例  

 

第三者被害につながる損傷の事例を示す。第三者被害につながる損傷は必 ずしもコンクリート表面の浮きや

剥離だけでなく、多種多様なものがある。 定期点検で損傷を発見した場合は、その場で措置を行うものとし、

定期点検 時に措置ができない場合は、措置の方法を検討し、速やかに措置を実施する  

必要がある。  

  



 



 





 


